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※（　）内は収入金額。

８５０万円以上 １９５万円

※給与等の収入額が６６０万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第５
　により求めます。
※給与所得以外（営業所得や不動産所得等）の所得金額は、収入から経費を引いた額となりま
　す。

１８０万円超３６０万円以下 収入金額×３０％＋８万円

３６０万円超６６０万円以下 収入金額×２０％＋４４万円

６６０万円超８５０万円以下 収入金額×１０％＋１１０万円

５５万円まで 全額

５５万円超１６２万５千円以下 ５５万円

１６２万５千円超１８０万円以下 収入金額×４０％－１０万円

収入金額 給与所得控除額

１６６万８千円（約２４９万円） ２１７万円（約３２１万円）

１９４万８千円（約２８９万円） ２５２万円（約３７０万円）

２２２万８千円（約３２９万円） ２８７万円（約４１３万円）

（α+１）×２８万円+１０万円+１６万８千円 （α+１）×３５万円+１０万円+３２万円

※扶養人数には、控除対象配偶者を含みます。ただし、配偶者特別控除や控除対
　象外の配偶者は含まれません。

※なお、以下に該当する場合は非課税となります。
　（１）生活保護法によって生活扶助を受けている人
　（２）障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が１３５万円以下
　　　（給与所得者の年収に直すと２０４万４千円未満）であった人

（参考）給与所得者の所得金額簡易計算表（所得金額＝収入金額－給与所得控除額）

８２万８千円（１３７万８千円） １１２万円（１７０万円）

１１０万８千円（１６８万円） １４７万円（約２２１万円）

１３８万８千円（約２０９万円） １８２万円（約２７１万円）

３８万円（９３万円） ４５万円（１００万円）

【令和６年度以降】
町民税・県民税・森林環境税 均等割・所得割限度額

均等割・・・道府県民税年額1,000円（標準税率）、市（区）町村民税年額3,000円（標準税率）、
　　　　　　　森林環境税年額1,000円の合計5,000円
所得割・・・課税所得金額（所得金額から所得控除額を差し引いた額）に対して10％を乗じた額

　町民税・県民税・森林環境税の均等割及び所得割が発生する所得金額
は、扶養人数によって以下のとおり異なります。

均等割（5,000円）ライン
所得（収入）金額

所得割（10％）ライン
所得（収入）金額


